
長浜市社会福祉協議会車椅子利用者移送自動車貸渡事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、在宅で生活する高齢者・障害者等の社会参加を促進し、要介護

者及び家族の気分転換・家族の絆を深めることを目的として、車椅子利用者移送自

動車（以下「外出支援車」という。）貸渡事業の実施について必要な事項を定める

ものとする。 

 

（定義） 

第２条 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）利用者 

 外出支援車を借り受ける者をいう。 

（２）運転者 

 外出支援車を運転する者をいう。 

（３）利用対象者 

 車椅子を必要とし、外出支援車を利用する者をいう。 

 

（対象者） 

第３条 この要綱により外出支援車を借り受けることができる者は、長浜市内に居住

し、次の各号に該当する者とする。ただし、営利等を目的とする者は対象としない。 

（１）利用対象者 

（２）利用対象者を介助するために外出支援車を必要とする介助者 

（３）利用対象者の福祉の向上を目的として使用する各種福祉団体 

２ 前項に準ずる者で会長が特に必要と認めた者 

 

（利用目的） 

第４条 外出支援車の利用目的は、利用者の気分転換ならびに医療機関や介護保険施

設等への移送に限る。ただし、会長が特に必要と認めた場合には、この限りではな

い。 

 

（利用申込） 

第５条 申込者は、会長が定める「車椅子利用者移送自動車借受申込書兼同意書」を

提出し、許可を受けなければならない。 

 ２ 申込みは、利用を希望する日の３ヶ月前からとする。 

 

（貸渡の承諾） 



第６条 会長は、貸渡について承諾した時は、許可証を交付するものとする。 

 ２ 貸渡の承諾は、申込みの順序によりこれを決定する。 

 

（貸渡日および時間） 

第７条 貸渡は、毎週月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分までと

する。ただし１２月２８日から１月３日まで及び祝祭日、車検等車両整備・修理そ

の他の理由により本会が貸渡できないと認める日は除く。 

 ２ 前項の規定にかかわらず会長が特に必要と認める時は、この限りではない。 

 

（貸渡条件） 

第８条 外出支援車の運転者は運転技術を習得した普通自動車免許所持者とし、原則

として介助者の同乗を条件とする。 

 ２ １週間に１回の利用を限度として貸渡を行うものとする。ただし、会長が特に

必要と認めた場合は、この限りではない。 

 

（利用料） 

第９条 無料とする。ただし、外出支援車の燃料は利用者負担とする。 

 

（事故等の処理および責任） 

第１０条 利用者の病状の急変及びあらゆる事故については、本会は、本会に故意ま

たは重大な過失がある場合を除き、責任を負わないものとする。運転者の故意・過

失に基づく一切の事故責任は運転者本人の負担とする。ただし交通事故の場合は、

本会が加入する自賠責保険・自動車任意保険の補償の範囲内で補償する。 

２ 使用期間中に人的・物的事故または車両に損傷が発生した場合は、それが不可抗

力および運転者の過失の有無を問わず、運転者は道路交通法に基づく処置を講じた

後、遅滞なく本会に報告しなければならない。 

３ 前項に規定する事故、車両故障その他の緊急事態が発生した場合は、利用者は警

察、消防、医療機関、保険会社その他必要な関係機関へ速やかに連絡し、必要な対

応を行うものとする。 

４ 本会は、緊急時の状況把握および必要な情報提供等の支援を行うものとする。た

だし、業務時間外においては、現地への即時対応が困難な場合がある。 

 

（遵守事項） 

第１１条 利用者及び運転者は、次のことを遵守しなければならない。 

 （ア）申請内容以外に使用してはならない。 

 （イ）常に安全運転に心がけるとともに交通法規を遵守すること。 

 （ウ）使用後は清掃を行い、車両に異常があれば報告するものとする。 

 



（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、当事業の実施について必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成１８年 ２月１３日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２２年 ４月 １日から施行する。 

附則 

この要綱は、令和 ８年 ５月 １日から施行する。 

 


